
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
四
十
六
号 

広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
広
島
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
税
務
文
書
の
収
受
の
取
扱
い
） 

第
四
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

申
告
書
受
付
整
理
簿 

別
記
様
式
第
三
号 

第

三
号
の
二 

第
三
号
の
三 

第
三
号
の
四 

第
三

号
の
五 

第
三
号
の
六 

第
三
号
の
七 

三―

七 

（
略
） 

 

（
納
税
管
理
人
の
承
認
等
の
手
続
） 

第
五
条
の
二 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
条
例
第
三
十
四

条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
五 

十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
二
十
一
条
の
二
第
二
項
、 

第
百
二
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
八
条
の
二

第
二
項
又
は
広
島
県
宿
泊
税
条
例
（
令
和
六
年
広
島

県
条
例
第
三
十
二
号
。
以
下
「
宿
泊
税
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
別
記
様
式
第
九
号
又
は
別
記
様

式
第
九
号
の
二
に
よ
る
納
税
管
理
人
承
認
決
議
書
に

よ
つ
て
、
承
認
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
別
記
様

式
第
九
号
の
二
の
二
に
よ
る
納
税
管
理
人
不
承
認
決

議
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
三
第

三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
六
条
の

二
第
三
項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
百
二
十

一
条
の
二
第
三
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
三
項
若

し
く
は
第
百
三
十
八
条
の
二
第
三
項
、
広
島
県
産
業

廃
棄
物
埋
立
税
条
例
（
平
成
十
四
年
広
島
県
条
例
第

二
十
六
号
。
以
下
「
埋
立
税
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
九
条
第
二
項
又
は
宿
泊
税
条
例
第
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
別
記

様
式
第
九
号
の
四
、
別
記
様
式
第
九
号
の
四
の
二
又

は
別
記
様
式
第
九
号
の
四
の
三
に
よ
る
納
税
管
理
人

選
定
免
除
認
定
決
議
書
に
よ
つ
て
、
認
定
し
な
い
こ

と
と
す
る
と
き
は
別
記
様
式
第
九
号
の
五
に
よ
る
納

税
管
理
人
の
選
定
免
除
を
認
定
し
な
い
旨
の
決
議
書

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
三
第

四
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
四
項
、
第
五
十
六
条
の

（
税
務
文
書
の
収
受
の
取
扱
い
） 

第
四
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 
申
告
書
受
付
整
理
簿 

別
記
様
式
第
三
号 

第

三
号
の
二 

第
三
号
の
三 

第
三
号
の
四 

第
三

号
の
五 
第
三
号
の
六 

三―

七 
（
略
） 

 

（
納
税
管
理
人
の
承
認
等
の
手
続
） 

第
五
条
の
二 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
条
例
第
三
十
四

条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
五 

十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
百
二
十
一
条
の
二
第
二
項
、 

第
百
二
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
百
三
十
八
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
納
税
管
理
人
承
認
決

議
書
に
よ
つ
て
、
承
認
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は

別
記
様
式
第
九
号
の
二
に
よ
る
納
税
管
理
人
不
承
認

決
議
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２ 

（
略
） 

３ 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
三
第

三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
六
条
の

二
第
三
項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
百
二
十

一
条
の
二
第
三
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
三
項
若

し
く
は
第
百
三
十
八
条
の
二
第
三
項
又
は
広
島
県
産

業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
（
平
成
十
四
年
広
島
県
条
例

第
二
十
六
号
。
以
下
「
埋
立
税
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
別
記
様
式
第
九
号
の
四
又
は
別
記
様
式

第
九
号
の
四
の
二
に
よ
る
納
税
管
理
人
選
定
免
除
認

定
決
議
書
に
よ
つ
て
、
認
定
し
な
い
こ
と
と
す
る
と

き
は
別
記
様
式
第
九
号
の
五
に
よ
る
納
税
管
理
人
の

選
定
免
除
を
認
定
し
な
い
旨
の
決
議
書
に
よ
つ
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
三
第

四
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
四
項
、
第
五
十
六
条
の



二
第
四
項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
、
第
百
二
十

一
条
の
二
第
四
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
若

し
く
は
第
百
三
十
八
条
の
二
第
四
項
、
埋
立
税
条
例

第
十
九
条
第
三
項
又
は
宿
泊
税
条
例
第
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
す
と
き
は
、
別
記

様
式
第
九
号
の
六
に
よ
る
納
税
管
理
人
選
定
免
除
認 

定
取
消
し
決
議
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
課
税
標
準
額
等
の
調
査
手
続
） 

第
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

４ 

徴
税
吏
員
は
、
県
た
ば
こ
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、 

軽
油
引
取
税
、
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
又
は
宿
泊
税
に

つ
い
て
、
課
税
標
準
額
等
を
調
査
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

一―

四 

（
略
） 

五 

宿
泊
税
調
査
書 

別
記
様
式
第
三
十
九
号
の
六 

 

５―

７ 

（
略
） 

 

（
課
税
台
帳
等
の
備
付
け
） 

第
十
条 

（
略
） 

一―

五 

（
略
） 

六 

宿
泊
税
課
税
原
簿 

別
記
様
式
第
五
十
五
号
の 

二 

七
・
八 

（
略
） 

 

（
徴
収
金
の
調
定
及
び
徴
収
手
続
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一―

八 

（
略
） 

 

九 

宿
泊
税
調
定
決
議
書
兼
調
定
明
細
書 

別
記
様 

式
第
七
十
二
号
の
二 

３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

一―

九 

（
略
） 

 

十 

宿
泊
税
更
正
・
決
定
決
議
書
兼
調
査
書 

別
記 

様
式
第
七
十
二
号
の
三 

５
・
６ 

（
略
） 

７ 

県
税
事
務
所
長
は
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、
軽
油
引

取
税
又
は
宿
泊
税
に
係
る
更
正
又
は
決
定
を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
加
算
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
更
正
又

は
決
定
の
通
知
を
し
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た

日
を
納
期
限
と
し
て
、
こ
れ
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

８―
 

（
略
） 

 

（
調
定
の
整
理
及
び
収
入
手
続
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

一―

九 

（
略
） 

十 

宿
泊
税
調
定
集
計
書 

別
記
様
式
第
八
十
一
号 

の
五 

十
一 

宿
泊
税
調
定
異
動
集
計
書 

別
記
様
式
第
八 

十
一
号
の
六 

 

二
第
四
項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
、
第
百
二
十

一
条
の
二
第
四
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項
若

し
く
は
第
百
三
十
八
条
の
二
第
四
項
又
は
埋
立
税
条

例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消

す
と
き
は
、
別
記
様
式
第
九
号
の
六
に
よ
る
納
税
管

理
人
選
定
免
除
認
定
取
消
し
決
議
書
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
課
税
標
準
額
等
の
調
査
手
続
） 

第
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

徴
税
吏
員
は
、
県
た
ば
こ
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、 

軽
油
引
取
税
又
は
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
に
つ
い
て
、

課
税
標
準
額
等
を
調
査
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一―

四 

（
略
） 

 ５―

７ 

（
略
） 

 
（
課
税
台
帳
等
の
備
付
け
） 

第
十
条 
（
略
） 

一―

五 
（
略
） 

  

六
・
七 

（
略
） 

 

（
徴
収
金
の
調
定
及
び
徴
収
手
続
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一―

八 

（
略
） 

  ３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

一―

九 

（
略
） 

 
 

５
・
６ 

（
略
） 

７ 

県
税
事
務
所
長
は
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
又
は
軽
油

引
取
税
に
係
る
更
正
又
は
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
加
算
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
更
正
又
は
決
定
の

通
知
を
し
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
日
を
納
期

限
と
し
て
、
こ
れ
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

８―
 

（
略
） 

 

（
調
定
の
整
理
及
び
収
入
手
続
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

一―

九 

（
略
） 

     



（
決
議
整
理
簿
等
の
備
付
け
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

一―
十
一 

（
略
） 

 

十
二 
宿
泊
税
特
別
徴
収
義
務
者
証
票
交
付
簿
及
び 

廃
棄
処
分
決
議
整
理
簿 

別
記
様
式
第
百
三
号
の 

五 
 

第
十
八
条
の
七 

（
略
） 

  

（
宿
泊
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
指
定
等
の
手
続
） 

第
十
八
条
の
八 

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
長
は
、
宿

泊
税
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
十
三

に
よ
る
宿
泊
税
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
通
知
決
議
書

に
よ
つ
て
、
指
定
を
取
り
消
す
と
き
は
、
別
記
様
式

第
百
十
九
号
の
十
四
に
よ
る
宿
泊
税
特
別
徴
収
義
務

者
指
定
取
消
し
通
知
決
議
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
宿
泊
税
の
申
告
期
限
の
特
例
の
指
定
等
の
手
続
） 

第
十
八
条
の
九 

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
長
は
、
宿

泊
税
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
十
五

に
よ
る
宿
泊
税
申
告
納
入
期
限
特
例
適
用
者
指
定
・

不
指
定
通
知
決
議
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
長
は
、
宿
泊
税
条
例
第

八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
す
と
き

は
、
別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
十
六
に
よ
る
宿
泊
税

申
告
納
入
期
限
特
例
適
用
者
指
定
取
消
し
通
知
決
議

書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
宿
泊
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
手
続
） 

第
十
八
条
の
十 

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
長
は
、
宿

泊
税
条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
十

七
に
よ
る
宿
泊
税
特
別
徴
収
義
務
者
登
録
通
知
決
議

書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
課
税
免
除
等
の
手
続
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

４ 

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
長
は
、
宿
泊
税
条
例
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
若
し
く
は
還
付
し

な
い
旨
の
決
定
又
は
納
入
の
義
務
の
免
除
若
し
く
は

免
除
し
な
い
旨
の
決
定
を
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式

第
百
二
十
七
号
の
九
に
よ
る
宿
泊
税
徴
収
不
能
額
等

の
還
付
又
は
納
入
義
務
の
免
除
決
議
書
に
よ
つ
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

５ 

（
略
） 

 
 

（
過
誤
納
金
等
の
還
付
又
は
充
当
の
手
続
） 

第
二
十
四
条 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
過
誤
納
に
係
る

（
決
議
整
理
簿
等
の
備
付
け
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

一―

十
一 

（
略
） 

    

第
十
八
条
の
七 

（
略
） 

                 
                

（
課
税
免
除
等
の
手
続
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

       

４ 

（
略
） 

 

（
過
誤
納
金
等
の
還
付
又
は
充
当
の
手
続
） 

第
二
十
四
条 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
過
誤
納
に
係
る



徴
収
金
そ
の
他
の
還
付
す
べ
き
金
額
（
以
下
「
過
誤

納
金
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と

き
又
は
納
税
者
若
し
く
は
特
別
徴
収
義
務
者
若
し
く

は
第
二
次
納
税
義
務
者
か
ら
県
税
規
則
別
記
様
式
第

二
十
三
号
に
よ
る
過
誤
納
金
等
還
付
請
求
書
若
し
く

は
県
税
規
則
第
十
五
条
第
二
項
各
号
（
埋
立
税
規
則

第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
広
島
県
宿
泊
税
条
例

施
行
規
則
（
令
和
七
年
広
島
県
規
則
第
四
十
五
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
税
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
別
記
様
式
第
百
三
十
二
号
に
よ
る
県
税
過
誤

納
金
等
整
理
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

徴
収
金
そ
の
他
の
還
付
す
べ
き
金
額
（
以
下
「
過
誤

納
金
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と

き
又
は
納
税
者
若
し
く
は
特
別
徴
収
義
務
者
若
し
く

は
第
二
次
納
税
義
務
者
か
ら
県
税
規
則
別
記
様
式
第

二
十
三
号
に
よ
る
過
誤
納
金
等
還
付
請
求
書
若
し
く

は
県
税
規
則
第
十
五
条
第
二
項
各
号
（
埋
立
税
規
則

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
税
規
則
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
別
記
様
式
第
百
三
十
二
号
に
よ
る
県
税
過

誤
納
金
等
整
理
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

別
記
様
式
第
三
号
の
六
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



様式第３号の７（第４条関係） 県税コード 年度 

宿 泊 税 申 告 書 受 付 整 理 簿 

   

 

賦課番号 
特別徴収義務者 

氏名（名称） 

宿泊施設 

名  称 

４月調定 ５月調定 ６月調定 ７月調定 ８月調定 ９月調定 10月調定 11月調定 12月調定 １月調定 ２月調定 ３月調定 合計 

税額 税額 税額 税額 税額 税額 税額 税額 税額 税額 税額 税額 税額 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

 



別
記
様
式
第
九
号
の
二
を
別
記
様
式
第
九
号
の
二
の
二
と
し
、
別
記
様
式
第
九
号
の
次
に
次
の
一
様
式

を
加
え
る
。 



様式第９号の２（第５条の２関係） 

決裁者   担当者 起案年月日 決裁年月日 
公 印 の

押印承認 

      ・ ・ ・ ・   

 

宿 泊 税 納 税 管 理 人 承 認 決 議 書  

 

次によって通知する。   年  月  日 

  

 

住 所(所在地) 

 

氏 名(名 称)          様 

 

 

 

広島県西部県税事務所長 

 

 

 

年  月  日付けで申請の宿泊税に係る納税管理人については、次のとお

り承認します。 

施 
 
 

設 

所 在 地  

名 称  

証 票 番 号 第            号 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 



別
記
様
式
第
九
号
の
四
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



様式第９号の４の３（第５条の２関係） 

決裁者   担当者 起案年月日 決裁年月日 
公 印 の

押印承認 

      ・ ・ ・ ・   

宿泊税納税管理人選定免除認定決議書 

次によって通知する。   年  月  日 

  

 

住 所(所在地) 

 

氏 名(名 称)          様 

 

 

 

広島県西部県税事務所長 

 

 

 

     年  月  日付けで申請の宿泊税の納税管理人を定めることを要しないこ

とについて、広島県宿泊税条例第11条第２項の規定により認定します。 

 

施 
 
 

設 
所 在 地  

名 称  

証 票 番 号 第            号 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 



別
記
様
式
第
三
十
九
号
の
五
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



様式第39号の６（第８条関係） 

    年  月実績  宿泊税調査書 

(意見・要望等) 

(調査記事) 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

賦課番号 
  

調 査 年 月 日 ・ ・ 調査員氏名                 

特別徴収義務者 

住 所(所在地)及

び 氏 名 ( 名 称 ) 

 

宿 泊 施 設 の 

所 在 地 

及 び 名 称 
  

対 応 者  （ 代表者 ・ 経理担当者 ・ その他（      ） ） 

調 査 書 類 

□ 税帳簿 (宿泊税条例第12条規定の帳簿) 
□ 決算関係書類 

□ 売掛金台帳 

□ その他 (請求書控え、領収書、売上伝票等) 

□ 課税免除がある場合の証拠書類 
  (市町との協定書等) 

□ 旅館業法又は住宅宿泊事業法に基づく宿泊者名簿 

 

概 況 聴 取 
予 約 

方 法 

 □ 宿泊者等からの申込み 

□ 旅行業者等からの申込み 

  （                       ） 

□ その他 

  （                       ） 

客 室 数      室 

収 容 人 数      人 

申 告 書 の 

作 成 方 法 

作成の基となっている帳簿名 （                             ） 

 

  
区 分 宿 泊 数 課 税 対 象 課 税 対 象 外 税 率 税 額 備 考 

申

告

額 

申 告 納 入 分 

泊 

 

 

泊 

 

 

泊 

 

 
200円 

円 

  

  
 

調

査

額 

申 告 納 入 分    200円    

差
引
増
減 

申 告 納 入 分    200円    



付表 

宿 泊 数 調 査 表 

月分   宿泊施設の名称  
分k 

 

区
分 

 

 

日 

日 

宿 泊 数 （泊） 

課 税 対 象 

(1人1泊6千円以上) 

① 

課 税 対 象 外 合 計 

 

① ＋ ② 
 

② 

うち1人1泊 

6千円未満 

うち 

修学旅行等 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

計       

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。 
 



別
記
様
式
第
五
十
五
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



様式第55号の２（第10条関係） 

 

  営業 

種別 
 

 賦課番号 

(証票番号) 
  

  

  

  
宿 泊 税 課 税 原 簿  

  

  

  
宿 泊 施 設 の 所 在 地 

及 び 電 話 番 号 (電話      ) 

  

宿 泊 施 設 の 名 称   

特 別 徴 収 義 務 者 

の 氏 名 ( 名 称 ) 
  

特 別 徴 収 義 務 者 

住 所 ( 所 在 地 ) (電話      ) 

 

年  月  日      特 記 事 項 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 



付表 

(表) 

年  月  日           特 記 事 項 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 



(裏) 

年  月  日           特 記 事 項 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



別
記
様
式
第
七
十
二
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

 



様式第 72号の２（第 11条関係） 
年  月 宿泊税調定決議書兼調定明細書 

県税 税目 
 

決裁者  起  案 調定年月日 

      ・ ・   ・ ・ 

     

業種 宿泊施設の名称 
課税対象宿泊数 

(泊) 
税   額 
（円） 

課税対象外（泊） 
加算金額等 

(円) 
実績年月 申告年月日 賦 課 番 号 うち1人1泊 

6千円未満 

うち 

修学旅行等 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

             

             

              

     

合計 

課税対象宿泊数 

（泊） 

税  額  

（ 円 ）  
件  数  

課税対象外（泊） 
加算金額等 

(円) 
件 数 うち1人1泊 

6千円未満 

うち 

修学旅行等 

       

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4又は縦27.9センチメートル、横36.8センチメートルとする。 



様式第 72号の３（第 11条関係） 

 

宿 泊 税 更 正 ・ 決 定 決 議 書 兼 調 査 書 

 

決裁者   担当者 調定年月日 宿 泊 施 設 の 名 称 氏 名(名 称) 県税 賦課番号 

      ・ ・         

決議年月日 

・ ・ 

実績年月 処理別 

申 告(既 住)額 調 査(更 正・決 定)額 差 引 増 減 額 加 算 金 

宿 泊 数 

    (泊) 

課税対象 

   (泊) 

課税対象外 

    (泊) 

税 額 

(円) 

宿 泊 数 

    (泊) 

課税対象 

   (泊) 

課税対象外 

    (泊) 

税 額 

(円) 

課税対象 

     (泊) 

税 額 

(円) 
コード 

金 額 

 (円) 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

合 計 
                          

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

 

 



別
記
様
式
第
八
十
一
号
の
四
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 



様式第 81号の５（第 12条関係） 

 

    年  月 宿泊税調定集計書 

県税 税 目 本・過 

 

決裁者   起 案 調定年月日 出納員 
          

・  ・ 
  

・  ・ 
  

  

区 分 

期 限 内 申 告 額 期 限 後 申 告 額 合 計 不 申 告 加 算 金 

摘 要 課 税 対 象
宿 泊 数  

(泊) 

税 額 
(円) 

件数 
課 税 対 象
宿 泊 数  

(泊) 

税 額 
(円) 

件数 
課 税 対 象
宿 泊 数  

(泊) 

税 額 
(円) 

件数 
金 額 

(円) 
件数 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

合 計                         

備考 用紙の大きさは、縦27.9センチメートル、横36.8センチメートルとする。



様式第81号の６（第12条関係）  
年  月 宿泊税調定異動集計書 

(更正・決定分・申告取消等分) 

県税 税 目 本・過 

  

決裁者   起 案 調定年月日 出納員 

          
・  ・ 

  
・  ・ 

  

  

区 分 

申 告 (既 往) 額 更 正 額 決 定 額 差引増減額 加 算 金 
課 税 対 象  
宿 泊 数  

(泊) 

税 額 
(円) 

課 税 対 象  
宿 泊 数  

(泊) 

税 額 
(円) 件数 

課 税 対 象  
宿 泊 数  

(泊) 

税 額 
(円) 件数 

税 額 
(円) 

件数 種類 金 額 件数 

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

                      
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

合 計                     
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

  

滞 繰 減                     
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

調 定 外 減                     
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

合 計                     
過 少 
不 申 告 
重 加 

    

備考 用紙の大きさは、縦27.9センチメートル、横36.8センチメートルとする。



別
記
様
式
第
百
三
号
の
四
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



様式第 103号の５（第 14条関係） 
  宿泊税特別徴収義務者証票交付簿 

及び廃棄処分決議整理簿 

  

  証 票 宿 泊 税 施 行 規 則 第 ９ 号 様 式 

証票

番号 

交 付 廃 棄 処 分 

交 付

年月日 

宿 泊 施 設 の 

名 称 

宿 泊 施 設 の 

所 在 地 

特別徴収義

務者の氏名 

( 名 称 ) 

受
領
者 

取
扱
者 

返 納

年月日 
決裁者         

廃 棄

年月日 

廃 棄

方 法 
立会人 備 考 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

(注) 受領者が特別徴収義務者と異なる場合には、その氏名を特別徴収義務者の氏名(名称)欄に括弧書で付記すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。



別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
十
二
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。 

 



様式第119号の13（第18条の８関係） 

決裁者  担当者 起案年月日 決裁年月日 
公 印 の 

押印承認 
賦 課 番 号 

   ・ ・ ・ ・  
 

 

宿泊税特別徴収義務者指定通知決議書 

 次によって通知する。  施行年月日   年  月  日 

 

 

 証票交付簿等 

 登載年月日 
  年  月  日 

 

    年  月  日  

 住 所 

 (所在地) 

 氏 名 

 (名 称)            様 

 

 

広島県西部県税事務所長  

 

 

 

宿泊税特別徴収義務者指定通知書 

 

 広島県宿泊税条例第７条第２項の規定により、宿泊税特別徴収義務者として、次のとおり 

指定したので通知します。 

特

別

徴

収 

義

務

者 

住所又は所在地 
 

氏名又は名称 
 

施 
 

 
 

 
 

 

設 

所  在  地   

名      称  

営 業 種 別  

施  設  の 

所  有  者 

住     所  

氏名又は名称  

備 考 （ 理 由 等 ）  

 

(注) この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

   また、この処分があったことを知った日(広島県知事に対して審査請求をした場合は、当
該審査請求の裁決があったことを知った日)の翌日から起算して６か月以内に、広島県を被
告として広島地方裁判所にこの処分の取消しを求める訴えを提起することもできます（訴
訟において広島県を代表する者は、広島県知事となります。）。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 
 



様式第119号の14（第18条の８関係） 

決裁者  担当者 起案年月日 決裁年月日 
公 印 の 

押印承認 
賦 課 番 号 

   ・ ・ ・ ・  
 

 

宿泊税特別徴収義務者指定取消し通知決議書 
次によって通知する。 施行年月日     年  月  日 

 

    年  月  日  

 住 所 

 (所在地) 

 氏 名 

 (名 称)            様 

 

 

広島県西部県税事務所長   

 

 

 

宿泊税特別徴収義務者指定取消し通知書 

 

宿泊税特別徴収義務者の指定については、次の理由により取り消します。 

施 
 

 
 

設 

所  在  地   

名      称  

指 定 取 消 年 月 日        年  月  日 

指 定 取 消 し の 理 由  

 

(注) この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の
翌日から起算して３か月以内に、広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

   また、この処分があったことを知った日(広島県知事に対して審査請求をした場合
は、当該審査請求の裁決があったことを知った日)の翌日から起算して６か月以内に、
広島県を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しを求める訴えを提起するこ
ともできます（訴訟において広島県を代表する者は、広島県知事となります。）。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。



様式第119号の15（第18条の９関係） 

 

決裁者  担当者 起案年月日 決裁年月日 
公 印 の 

押印承認 
賦課番号 

   ・ ・ ・ ・  
 

 

宿泊税申告納入期限特例適用者指定・不指定通知決議書 

 次によって通知する。  施行年月日   年  月  日 

  
   

  

  年  月  日  

 住 所 

 (所在地) 

 氏 名 

 (名 称)            様 

 

広島県西部県税事務所長   

 

 

 

 

宿泊税申告納入期限特例適用者    通知書 

 

 

 
     年  月  日付けで申請の納入申告書の提出期限及び納入期限の特例 
 

の適用を受ける者 
 
 

施 

 

 

設 

所   在   地  

名       称  

証 票 番 号   第            号 

特

別

徴

収

義

務

者 

住  所  又  は  

所   在   地  
 

氏名又は名称   

特例適用者の指定を

開始する申告の時期  
年  月 分に係る申告から 

特例適用者として指

定できない理由  

 

(注) この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の
翌日から起算して３か月以内に、広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

   また、この処分があったことを知った日(広島県知事に対して審査請求をした場合
は、当該審査請求の裁決があったことを知った日)の翌日から起算して６か月以内に、
広島県を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しを求める訴えを提起するこ
ともできます（訴訟において広島県を代表する者は、広島県知事となります。）。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。

指 定 

不指定 

として次のとおり指定します。 
としては、次の理由により指定しませんでした。 



様式第119号の16（第18条の９関係） 

決裁者  担当者 起案年月日 決裁年月日 
公 印 の 

押印承認 
賦課番号 

   ・ ・ ・ ・  
 

 

宿泊税申告納入期限特例適用者指定取消し通知決議書 

次によって通知する。 施行年月日     年  月  日 

  

    年  月  日  

 住 所 

 (所在地) 

 氏 名 

 (名 称)            様 

 

        広島県西部県税事務所長    

 

 

 

 

宿泊税申告納入期限特例適用者指定取消し通知書 

 

                   
     年  月  日付けで通知の納入申告書の提出期限及び納入期限の特例適 
 
用者の指定については、次の理由により取り消します。 
 

施 
 

 

設 

所  在  地   

名       称  

証  票  番  号   第            号 

特

別

徴

収

義

務

者 
住 所 又 は  

所 在 地  
 

氏名又は名称   

 特 例 適 用 者 の 指 定

を 取 り 消 す 申 告 の   

開始時期   

年   月分の申告から 

 取 消 し の 理 由   

 

(注) この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の
翌日から起算して３か月以内に、広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

   また、この処分があったことを知った日(広島県知事に対して審査請求をした場合
は、当該審査請求の裁決があったことを知った日)の翌日から起算して６か月以内に、
広島県を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しを求める訴えを提起するこ
ともできます（訴訟において広島県を代表する者は、広島県知事となります。）。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 
 



様式第 119号の 17（第 18条の 10関係） 

決裁者  担当者 起案年月日 決裁年月日 
公 印 の 

押印承認 
賦 課 番 号 

   ・ ・ ・ ・  
 

 

宿泊税特別徴収義務者登録通知決議書 

 次によって通知する。  施行年月日   年  月  日 

 

 

 証票交付簿等 

 登載年月日 
  年  月  日 

 

   

年  月  日  

 住 所(所在地)  

 氏 名(名 称)           様 

 

広島県西部県税事務所長   

 

宿泊税特別徴収義務者登録通知書 

 

広島県宿泊税条例第９条第４項の規定により、宿泊税特別徴収義務者として、次のとおり  

登録したので通知します。 

特

別

徴

収 

義

務

者 

住所又は所在地  

氏名又は名称  

施 
 

 
 

 
 

 

設 
所   在   地   

名      称  

営 業 種 別  

証   票   番   号  第         号 

登  録  年  月  日     年  月  日 

(注) １ 別に交付する証票を当該宿泊施設の公衆に見やすい箇所に掲示してください。 

２ この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

     また、この処分があったことを知った日(広島県知事に対して審査請求をした場合は、当

該審査請求の裁決があったことを知った日)の翌日から起算して６か月以内に、広島県を被

告として広島地方裁判所にこの処分の取消しを求める訴えを提起することもできます（訴訟

において広島県を代表する者は、広島県知事となります。）。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。



別
記
様
式
第
百
二
十
七
号
の
八
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



 

 

様式第127号の９（第22条関係） 

宿泊税徴収不能額等の 
還     付 

納入義務の免除 
決議書 

決裁者   起案者 
起 案

年 月 日 

決 裁

年 月 日 

公 印 の

押印承認 
施行年月日 

              

課税原簿等

整理年月日 
  通 知 番 号   

担 当 者   通知年月日   

  

   年  月  日付けで申請の 
還 付 

納入義務の免除 
については、次のとおり決定する。 

賦 課 番 号 施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地 
特 別 徴 収 義 務 者 

住所(所在地) 氏名 (名称 ) 

          

年 度   月 別   
還 付 

納入義務の免除 
額   

還  付 

納入義務の免除 
額 算 定 の 基 礎 

亡失し、又は受け取ることができな

くなつた宿泊料金(宿泊税額を含

む。)の総額          ① 

              円 

①に対応する課税対象となる宿泊数 

② 
              泊 

②に対応する宿泊税額 

(②×200円／泊) 
              円 

申 請 金 額               円 

摘要 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 
 

 



 

 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

２ 

条
例
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
特
別
徴
収
義
務
者
の
指
定
並
び
に
登
録
の
申
請
、
登
録
及
び

証
票
の
交
付
並
び
に
納
税
管
理
人
の
申
告
、
申
請
及
び
承
認
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
五
条
の

二
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
十
八
条
の
八
及
び
第
十
八
条
の
十
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
の
八
及
び
第
十
八
条
の
十
中
「
広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
長
」

と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
別
記
様
式
第
九
号
の
一
の
二
、
別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
十
三
、
別
記
様

式
第
百
十
九
号
の
十
四
及
び
別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
十
七
中
「
広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
長
」
と
あ

る
の
は
「
広
島
県
知
事
」
と
す
る
。 

（
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規

則
の
施
行
の
際
現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
事
務
取
扱
規

則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


